
 許認可等の名称

 根拠法令・条項

 所    管    課

 審  査  基  準

  標準処理期間 標準処理期間

標準処理期間
を設定できな
い理由

　実績がないため、設定不能

「申請に対する処分」基準等公開票（法律又は命令）

　建築物の形態制限における例外許可

　都市計画法　第４１条第２項ただし書

　建築都市局開発調整部　宅地安全課

　都市計画法第４１条第２項に基づいて審査します。
第２項ただし書の許可の運用については、建築基準法第５３条（建ぺい
率）、第５５条（第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内
における建築物の高さの限度）、第５６条（建築物の各部分の高さ）等に
規定する制限の例外の運用に準ずる取扱いに基づいて審査します。


